
令和２年３月２日 

 
保護者・地域の皆様 
 

 
 

電話による対応時間について（お知らせ） 
 

 
 

 臨時休業中の電話による対応時間を下記のとおり変更します。 
 

 
記 

 
 

１ 電話による対応時間 

  午前 11 時 00 分から午後７時 30 分まで 

２ 期間 令和２年３月３日（火）から３月 15 日（日） 

  ただし 13 日（金）は午前 11 時から午後６時まで。 

12 日（木）、土曜日・日曜日は対応できません。 

 
 

 

 


